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平成29年度第１回武蔵野市都市計画審議会議事録 
 

日  時 平成29年10月10日（火曜日）午後２時～午後３時30分 

場  所 武蔵野市役所 東棟８階 ８０２会議室 

出席委員 柳沢会長、落合副会長、榎本委員、稲垣委員、入江委員、鈴木委員、水庭委員、村尾委員、

大野委員、深田委員、木﨑委員、山本ひとみ委員、川名委員、齋藤委員、小山委員 

欠席委員 なし 

出席幹事 恩田都市整備部長、福田まちづくり推進課長 

説 明 員 西川生活経済課長 

傍 聴 者 ０名 

 

質疑応答者 質疑応答 

 

 

 

 

事務局 

【開会】 

 

－委員の就退任の報告－ 

 

 それでは、市長よりご挨拶を申し上げます。 

松下市長  皆様、こんにちは。 

 私は、このたび武蔵野市長となりました松下玲子でございます。み

んなが住み続けられるまち武蔵野の実現に向けて、市民の皆様からご

信任を賜り、第６代市長として昨日より任期が始まりました。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。着席させていただきます。 

 改めまして本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがと

うございます。今年度第１回目の都市計画審議会ということでござい

ます。新たに就任いただいた委員の皆様におかれましては、委員就任

につきまして快くお引き受けいただき、深く感謝を申し上げます。ま

た、引き続きの委員の皆様につきましては、今後ともよろしくお願い

いたします。 

 武蔵野市は、ある民間の調査機関によっては住みたいまちナンバー

ワンに選出されています。その要因としては、武蔵野市の特徴であり

ます緑豊かな住宅街が広がっていることと捉えています。また、市内

には３つの駅があり、それぞれ特徴のある駅前空間と、その３つの駅

を中心に圏域のまちづくりが進められております。今後も駅前空間と

それに続く緑豊かな住宅街を維持、発展させていくため、都市計画の

手法などを踏まえ、よりよい環境整備を進めていきたいと考えていま

す。 

 さて、本日委員の皆様にご審議をお願いするのは、生産緑地法改正

に伴い指定規模に関する条例の制定を予定している中で、既に都市計
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画に生産緑地地区を定めるに当たっての基本的な考え方や、必要な事

項を定めています、武蔵野都市計画生産緑地地区指定基本方針及び武

蔵野市生産緑地地区指定基準等の見直しについてでございます。 

 武蔵野市は密度の高い市街地であり、より小規模な農地であって

も、災害時の避難場所や生活の中で身近に緑に触れ合える場等とし

て、緑地機能を発揮しています。法改正を踏まえ制定する条例とあわ

せて、今回お諮りする指定基準等を運用し、今後も農地を保全してい

きたいと考えております。 

 最後になりますが、今後のまちづくりにおきましても、市民参加型

のさまざまな機会を得て、魅力的なまちを市民の皆様とともに築いて

いきたいと考えておりますので、引き続き皆様方のお力添えをいただ

きたいと思います。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  それでは、ここで今年度第１回ということですので、委員の皆様に

簡単にご挨拶をいただきたいと思います。 

 

－各委員挨拶－ 

 

なお、幹事につきましては、引き続き恩田都市整備部長及び福田ま

ちづくり推進課長が務めてまいります。 

 

－市長退席－ 

 

－副会長の選出－ 

 

会長  それでは、議事に入ります。 

 その前に事務局より報告がございます。 

事務局  本日、全委員がご出席でございます。条例第６条第２項の規定によ

りまして会議が成立したことをご報告いたします。 

 なお、幹事のほかに説明員として市生活経済課から課長の西川が出

席しております。 

 それでは、会長、よろしくお願いします。 

会長  それでは、審議に入りたいと思います。 

 本日は１件ですので、できれば３時半ぐらいには終わりにしたいと

思いますので、ご協力をお願いします。 

なお、本日傍聴の申込みはございません。 

 

 それでは、日程２ 審議事項 議案第１号「武蔵野都市計画生産緑
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地地区指定基本方針及び指定基準等の見直し（諮問）」に移ります。 

 福田幹事、説明をお願いします。 

福田幹事  それでは、議案第１号「武蔵野都市計画生産緑地地区指定基本方針

及び指定基準等の見直し（諮問）」について説明いたします。 

 最初に、今回の指定基本方針及び指定基準等の見直しの背景につい

て説明いたします。恐れ入りますが、参考資料１をお願いしたいと思

います。２つめの「条例制定の背景」の部分になるのですが、平成27

年４月に、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

る目的で都市農業振興基本法が制定され、平成28年５月に閣議決定さ

れた都市農業振興基本計画では、都市農業を再評価し、都市農地を、

宅地化すべきものから都市の環境を形成する上であるべきものへと捉

えることを明確化するなど、都市農地を保全していく方向が示されて

ございます。その後、平成29年６月に生産緑地法が改正され、生産緑

地地区を定めることのできる農地の区域の規模を、地域の実情に応じ

て市町村は条例で引き下げられるようになりました。 

 裏面のほうをお願いいたします。「条例制定の目的」の部分になるの

ですが、本市におきましては、住宅系の土地利用で緑豊かな成熟した

市街地が形成されている住宅都市であること、緑被率は24.3％、公園

整備等による公有地の緑が増加する一方で、民有地の緑は減少してい

ること、また、現在、生産緑地地区を約26haしている状況でございま

すが、相続等で減少しているようなこと、また、記載はございません

が、平成29年７月に農業委員会のほうから、生産緑地地区の下限面積

引き下げに関する意見書などの提出をいただいていることがございま

す。 

 このような状況を踏まえまして、現行制度では生産緑地地区を定め

ることのできる農地の規模は500㎡以上となっておりますが、小規模な

農地においても、災害時の避難場所や生活の中で身近に緑に触れ合え

る場としての緑地機能を発揮していることから、生産緑地地区を定め

るに当たっての基本的な考え方とともに、区域の規模を初めとする指

定要件を定める条例を制定する方向とし、条例骨子についてパブリッ

クコメントを行うなど、準備を進めている状況となってございます。 

 条例の骨子につきましては、下の部分に記載のとおり、市内の農地

等の減少を勘案し、緑地機能等の優れた農地等を生産緑地地区として

保全し、良好な都市環境を形成する基本的な考え方とともに、市にお

いて都市計画に生産緑地地区を定めることのできる農地等の区域の規

模を300㎡以上とし、その他の要件を示す基準を別に定めるとしてござ

います。なお、参考資料２にパブリックコメントについて寄せられた

意見と見解を示しておりますので、ご参照願えればと思います。条例
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制定に関しては２項目となっている状況でございます。 

 それでは、議案の説明に入ります。先ほど背景で説明したとおり、

生産緑地法の改正に伴い、本市の指定する農地の区域の規模を引き下

げる条例を制定する方向としていることから、関係する指定基本方針

及び指定基準等についても見直しを行うに当たり、今回、都市計画審

議会に諮問するものとなってございます。 

 資料４をお願いいたします。指定基本方針及び指定基準等の見直し

の概要を、最初に説明いたします。下のほうの図をご参照願えればと

思います。図でイメージを示しておりますが、現状で「改正前」に示

すとおり生産緑地法と指定基本方針、指定基準、指定基準細則で構成

されておりますが、今回、条例を新たに制定することにより、基本方

針と農地の区域の規模の部分を条例で定めるため、指定基本方針を廃

止し、現在指定基準に載せている区域の規模の部分を削除するととも

に、必要な改正を行いたいと考えてございます。 

 それでは、指定基準のほうの見直しについて説明いたしますので、

恐れ入りますが、資料１をお願いいたします。まず基本方針の廃止に

ついてでございます。こちらも新旧対照ではないのですが、見直しに

おける考え方という形で示してございます。まず前文については、現

行生産緑地法をもとに基本的な考え方を示しておりましたが、条例に

基本的な考え方を示すことといたします。また、現行の基本的な考え

方につきましては、右側の記載の内容を条例に規定する予定でござい

ます。また、現行部分の指定基準等につきましては条例に基づく指定

基準等となります。また、現行の指定時期については指定基準で定め

るとすることから、今あります指定基本方針については廃止すること

としたいと考えてございます。 

 続きまして、資料２をお願いいたします。指定基準改正の新旧対照

表となってございます。まず題名でございますが、条例制定に伴い題

名を改正したいと考えてございます。 

 第１条でございます。第１条につきましては、条例制定に伴う見出

し及び字句の改正となります。現行は生産緑地法に基づく指定につい

て必要な事項を定めておりましたが、改正で都市計画法、生産緑地

法、制定予定であります条例に定めるもののほか、必要な事項を定め

ることといたします。 

 第２条につきましては、生産緑地地区の指定要件を定めています。

現行の第１項第１号及び第３号は、生産緑地法第３条第１項第１号と

同項第３号に規定されていることから、削除したいと考えておりま

す。 

 現行の第１項第２号の面積要件は、条例に規定するため削除したい
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と考えております。 

 現行の第１項４号については、改正案に残す形としたいと思ってお

ります。 

 続きまして、第３条でございますが、指定する農地等についてでご

ざいます。現行の第１項第１号及び第２号につきましては、都市計画

法及び生産緑地法に規定されているため削除とし、現行の第１項第３

号以下を一部表現の見直しを行い、号を繰り上げるものとします。 

 続きまして、第４条でございます。第４条は字句の修正となりま

す。第１項第４号の部分、改正案のほうでございますけれども、今ま

で運用で行っていた部分を追加して明確化するという形にしてござい

ます。 

 続きまして、第５条及び第６条につきましては、法文に沿った字句

の改正となってございます。 

 次に、第７条でございます。条の追加となります。指定基本方針に

ありました都市計画の決定時期を規定するものでございます。以下、

条の繰り下げと字句の修正となってございます。 

 指定基準につきましては以上となります。 

 続きまして、資料３をお願いいたします。こちらにつきましては、

指定基準細則の改正の新旧対照表となってございます。こちらのほう

につきましては、先ほどの指定基準の改正部分に伴う字句の修正、条

の削除、繰り上げ等となっておりますので、詳細な説明は割愛させて

いただきます。なお、今回の指定基準等の改正で法令等に記載のある

事項は整理していることから、本日、補足資料といたしまして机上配

付しております生産緑地地区の指定要件一覧を作成してございますの

で、あわせてご参照いただければと思います。 

 最後に、今後の予定でございます。恐れ入りますが、資料４に戻っ

ていただきまして、資料４の裏面をお願いできればと思います。本日

の都市計画審議会での意見等を踏まえ、条例の制定にあわせて平成30

年１月１日に指定基準等を施行したいと考えてございます。なお、新

制度による手続は平成30年の夏ごろ受け付けを行い、平成31年１月上

旬の都市計画決定を予定したいと考えております。 

 説明は以上となります。 

 なお、引き続きまして生活経済課長のほうから、武蔵野市農業振興

基本計画における農地保全施策等についてご説明したいと思います。 

西川課長  それでは、資料が一番下にあるかと思いますが、農業振興基本計画

における農地保全施策について、私は生活経済課長でありますが、武

蔵野市農業委員会の事務局長も兼ねておりますので、両方の立場から

ご説明をさせていただきます。 
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 資料の一番上に農業振興基本計画の10年後、平成37年度における目

標値を記載しております。農家戸数、農地面積ともに10％の減少に抑

えて、おのおの67戸、28haの農地を確保するという目標を立てており

ますが、平成26年の数値をもとにこの目標を立てております。26年に

戸数は74戸でございました。それが29年では71戸で、３戸減っており

まして、まだ計画が始まって２年目ですが、既に10％のうち５％弱の

減少という状況でございます。農地面積も同様に、31.1haだったもの

が実際30haを切っていまして29.9haというような数字になっておりま

す。こちらにつきましても、この計画目標値に対して後がない状況だ

ということを、ご理解いただければというふうに思います。 

 その上で目標値の中の３行目に書いてありますような、生産緑地の

減少を抑えてその追加・再指定を推進するということの一つの方策と

して、今回の議案になっております生産緑地の下限面積の緩和という

施策が出てきているというところでございます。 

 基本計画の中では、その下にあります農地の保全と都市農地の多様

な機能の発揮ということが、農業を継続するための大きな施策という

ふうに計画の中に書いております。基本的な考え方として生産緑地の

保全、追加、宅地化農地の保全と登録農地の活用等々を書いておりま

すが、その中でも、先ほどもお話にありました都市農業振興基本法、

新しく法ができまして、その中でも都市農地の多様な機能の発揮とい

うことで、この２つ目の箱にあります防災機能、それから景観の保

全、都市環境の維持・確保、生物多様性の保全、それから体験農園や

学校農園、学習等の場としての推進という機能の多様さが挙げられて

おりまして、武蔵野市におきましても、そこのところをぜひ市民の皆

様にご理解いただき、この都市農業、成熟した都市の中で農地と農業

を守っていきたいと思っております。 

 また、施策の最後、その他のところに、先ほどの説明にありました

意見書の提出ということで、今年の夏に市長に意見書を提出しており

ます。それから都市農業振興基本法の中に、地方自治体で都市農業振

興基本計画をつくるように努力義務が課されております。これにつき

ましては、私どもそもそも農業振興基本計画自体が、武蔵野市内の農

地は全て市街化区域の農地で都市農業でありますので、この計画自体

が都市農業振興基本計画の意味合いを持っているというふうに認識を

しておりますが、本日議題の、生産緑地の下限面積の緩和とか、ある

いはここで衆議院が解散されてしまったので、先送りになっているの

ですが、生産緑地でも農地の貸し借りについて、国の制度としてよう

やく農業者が希望している貸し借りの制度が、具体的に実現できそう

なところもありますので、そういったものを踏まえて私どもの計画に
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記載していないものにつきましては、来年度追加というような形で、

それをもって都市農業振興基本計画というような形態をとっていきた

いと考えております。 

 このことにつきましては、今後、農業委員会の中で、そういった方

向性でやっていくことについてご理解をいただければ、追加という形

で、新たな制度等について書き込みをしていきたいと思っておりま

す。そのあたりのことにつきましては、下にあります国の動きや都の

動き、これはことしの夏までの部分でございますが、こういったもの

を今後も注視しながら、必要な改正については、農業委員会あるいは

生活経済課として対応していきたいというふうに思っております。 

 雑ぱくではございますが、農業振興基本計画における農地保全施策

について説明させていただきました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

会長  福田幹事、西川課長、ありがとうございました。 

 それでは、皆さんからご意見をいただきたいと思いますが、前半の

福田幹事のご説明のほうは、法改正があったこと、それからそれに伴

う条例制定を行うということに伴って、これまでの指定方針を平行移

動的に変更するということで、内容的な変更はないという説明だった

と思います。その辺も含めてご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、どなたからでもどうぞ。 

 Ａ委員。 

Ａ委員  質問に近いんですけれども、今回のポイントは、生産緑地地区の一

律500㎡だった面積要件を300㎡以上に引き下げるということだと思う

んです。それでこの引き下げによって市内のどのぐらいの生産緑地

が、地区に指定することができ得る対象範囲として広がるのか、その

辺の数字というのは市のほうで把握されているんでしょうか。 

会長  福田幹事。 

福田幹事  現状で明確な数字というのは持っていなのですが、今年５月に、こ

の法改正の動きを受けまして農業委員会にご協力をいただきまして、

市内で農地を所有する農業従事者の方、約80名にアンケート調査をし

ております。その中で、新たに生産緑地地区としたい300㎡以上500㎡

未満の農地があるかどうかという質問をしております。アンケートの

回答につきましては46通で57％の回収率だったのですが、あると答え

た方は１件で、面積といたしましては、３カ所散らばっているのです

が、合わせて452㎡といただいております。ただ、こちらの部分につき

ましては、今回の制度を改正しなくても隣接する部分に大きな生産緑

地がありますので、それと一団で指定ができる形になっているという

状況は把握してございます。 
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会長  よろしいでしょうか。 

 では、ほかにいかがですか。Ｂ委員。 

Ｂ委員  都市計画に関する部分で生産緑地地区に関する条例が制定されると

いうことで、きょう机上配付で質問事項が配られておりますけれど

も、まさにこういうことが聞きたいんだというところが、質問事項に

よくまとまっているなと思ったんですけれども、１つは、都市マスタ

ープランの24ページに、農地と一緒になるところ、緑の区画みたいな

部分がありまして、現在の生産緑地がこちらの農地、土地利用という

ところにあるんですけれども、2022年問題で、農地というのは大きな

四角い土地が多いと思うんですけれども、その土地が、農業委員会の

方々とも懇談会をさせていただいた折に、非常に後継者が難しいとい

うご意見、税金の問題だけではなくて、次に誰が営農をしてくれるか

という問題があるということをお伺いしたのですけれども、例えばこ

の２つの都市マスと現在の土地利用の部分で、農地として残しておく

と、都市マスにない部分で現在は生産緑地になっている部分というの

もあるかと思うんです。逆に、農業として残していこうという地区が

ある。その残していこうという地区を、積極的にその方針で市が生産

緑地を、次の後継者がいないから買ってくれと言われた場合に買うよ

うな、そういう都市計画を今後していくのか、そういうことはできな

いけれども、これは線を引くだけというかそういうことなのか、その

辺、都市計画という意味で生産緑地をどう考えていかれるのかという

部分を１点伺います。 

 あと都市マスの中の記載では、境公園、関前五丁目の境541公園とい

うところは残していくと、生産緑地を買っても残していくという記載

がされているんですけれども、それはそういう理解でよろしいんでし

ょうか。 

会長  今のご質問は、前半のほうは生産緑地というのは都市計画的な計画

論のもとに指定したりしていく覚悟はあるのかと、そういう趣旨です

ね。農家の希望どおりでしか動かないというものなのか、あるいはあ

る程度政策的計画論を持って動かしていくのかということ、後半は個

別案件のご質問でしたね。 

福田幹事  まず最初、都市計画として農地をどう捉えるかについて、今回の法

改正の背景を踏まえて、もともと今回の考え方が示される前は、武蔵

野市内は全域市街化区域ですので、どちらかというと市街化していく

というのが都市計画の中の大前提で、ただ、その中で生産緑地地区と

いうものがあって、都市の緑という形で、都市計画の本来の趣旨とは

微妙に相反する部分があったのが、今までと思っております。ただ

し、今回の法改正において私が冒頭説明したとおり、市街化区域内の
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農地については、宅地化すべきものからあるべきものへ方向転換を図

るという考え方が示されてございます。市といたしましても、今回、

条例制定の準備を進めておりますが、農地としての都市における緑の

機能と災害時の避難場所等を踏まえた考え方から、基本的には農地を

保全しつつ生産緑地を保全していく方向で取り組んでいきたいと考え

てございます。 

 基本的には今のところ市といたしますと、まとまった区域の生産緑

地につきましては、最終的にまた相続等で買える・買えないの問題

等々は出てくるかとは思ってはおりますけれども、一定規模の広さを

持っている農地というのは、災害時の避難場所ですとか市街地の住宅

に与える緑の機能、その辺を重視していきたいと思いますので、その

部分については、都市計画審議会のご意見を踏まえて指定していきた

いという方向で考えていきたいと考えております。 

 ２点目の境公園の件ですが、境公園につきましては、かなり広い公

園として都市計画決定している状況でございます。現在、境公園内に

農業ふれあい公園という公園がございまして、ここは地権者の方の意

向も踏まえた中で生産緑地地区として指定している部分も、もし何か

しらの動きがある中では、農業ふれあい公園の拡充というふうな形

で、できれば広げていきたいという方向を持っております。ただし、

都市計画マスタープランの中では、境公園につきましては、縮小の方

向を示しております。ですので、廃止するのではなくて、規模縮小を

検討しつつ農業ふれあい公園を拡充する形で、バランスをとっていき

たいと、今のところ考えてございます。 

会長  よろしいですか。 

 Ｂ委員。 

Ｂ委員  ありがとうございました。確かに都市マスにはそのように書いてご

ざいました。 

 ぜひ公園も残していただきながら、また、2022年問題というマイナ

スの部分だけではなく、大きな土地が動くかもしれないという部分

で、都市計画の上では重要なターニングポイントになるかと思います

ので、ぜひ有効に考えていただいて、土地を買わない方針かなという

感じもずっと受けてはきたんですけれども、それだけではなくて、市

有地も見させていただきましたが、100㎡ぐらいから200㎡ぐらいの非

常に小さな土地が点在しているような状況ですので、市が使うには難

しいのかなということで、これから売る予定みたいな形で書かれてあ

りますけれども、ぜひ2022年問題をプラスの部分で都市計画に利用し

ていただけたらと思います。要望です。 

会長  ほかにご発言ありませんか。 
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 Ｃ委員。 

Ｃ委員  １点伺わせてください。平成23年に武蔵野市の農業振興基本計画を

策定された際に一般質問で、地産地消、それから子供たちのお芋掘り

の体験、こういったことは非常に大切だという観点から私は、これか

らの都市農業それから農地の保全について、残していくという方針で

市も取り組んでいくべきだということで、幾つかご提案をさせていた

だきました。ですのでこの方向で大いに結構でございますが、今、法

改正を背景としまして、生産緑地という指定を受けている農地の見直

しを、結局１回しなければいけないんですよね。現在、生産緑地とし

て指定されているんだけれども、農業従事者の方が十分にその業務に

当たることができずに、指定はされているんだけれども、農地として

機能していない農地もおありだと思います。この件についてはどのよ

うに今回整理されましたか、そこを教えてください。 

会長  西川課長。 

西川課長  先ほどご説明させていただいたのですが、今、国の制度で、都市部

の農地に関しまして貸し借りができる方向で検討がされているところ

でございます。確かに農業従事者の高齢化、それから後継者、担い手

が見当たらないという中で、若干遊休農地になっているところがない

とは言えないと思っております。 

 これにつきましては毎年、つい先日も行ったのですが、農業委員会

で全農地のパトロールを行いまして、その際に所有者の方に耕作の継

続とか、あるいは圃場整備とかについては、注意喚起または相談に乗

るようなことで対応しているところでございます。ただ、根本的なと

ころでは、そういった状況なので国の制度等も動いていただかない

と、今からお子さんが出てきて農業を継いでくれるわけではありませ

んので、国の法律等の貸し借りについて、農業従事者あるいは農業団

体も含めて非常に期待をしているところでございます。 

 あわせて生産緑地につきましても、先ほどお話があったように、後

継者がいないと売るしかないというところを、そういった農地は持っ

たままで耕作については一定の方、農業法人等ができる仕組みができ

ましたら、先ほど2022年問題という話もありましたけれども、そこで

農地を売らずにストックしていただける可能性も非常に高まってきま

すので、そのあたりで対応していきたいと考えております。 

 具体的なところでは、市でできることは限られておりますので、農

業委員会での取り組みと、国の制度等の兼ね合いの中で、今後もでき

る限り農地それから農業の持続をしていきたいと思っております。 

会長  Ｃ委員。 

Ｃ委員  方向性を一定程度市としても持っていかなければいけないというこ
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とを、平成23年のときに私は一般質問していますよね。もちろん農業

従事者の方、また所有されている方々の意思は尊重されなければいけ

ませんし、その方々の貴重な財産でいらっしゃいますから、市がどう

しろとかこうしろとか指導できるものではないですけれども、たしか

そのときにも東京都が新設した農の風景育成地区制度、こういったも

のを活用して公園指定をしたり、それから市民農園にしたりとか、こ

ういった具体的な市の方向性を、都の政策を活用して市の政策の中に

落とし込んでいって政策誘導していく。そして全体的な面としての環

境整備、それから武蔵野市が大事にしています屋敷林、こういったも

のの保全それから保護、残していくという方向を示していく必要があ

ると思うんです。 

 ぜひともその辺のところは、もちろん私有財産でいらっしゃいます

から市がどうこう言えることではないとはしながらも、お願いしてい

くのであれば、しっかりと市のほうの計画、それは都市整備部だけで

はなくて生活経済課のほうも連携してやっていただけることではない

かと思いますので、要望を重ねてしておきます。 

会長  ほかにいかがでしょうか。 

 Ｄ委員。 

Ｄ委員  それでは、何点か質問をさせていただきます。 

 まず前提的な考え方についてお尋ねしますが、今から２年半前に都

市農業振興基本法が制定されて、これまではそれこそ都市の農地は宅

地化して住宅供給のために活用するんだという考え方で、税制なども

ずっと一貫してあったわけですけれども、大きな転換がされた、都市

近郊の農地というものに対する評価を変えたということがあるとされ

ております。これは私としても大いに歓迎するところなんですけれど

も、確認といたしまして今回の生産緑地地区指定基本方針、それから

指定基準の見直しをするわけですが、これ以外にこの新しい都市農業

振興基本法の制定に伴って、武蔵野市として変更をする行政計画等に

何があるのかということについて、まず伺いたいと思います。 

 それから意見が出されたもので、私もよく意味を理解できなかった

点があるので伺いたいんですが、参考資料２の２に、生産緑地法等の

改正についてというところで一番最初の意見、「納税猶予を受けるため

には、特定生産緑地であることが必要になるため、市内の農地所有者

全員への意向確認を徹底するとともに、高齢により判断能力を著しく

欠如している場合でも後継者に意向確認すれば申請ができるなど、申

請方法を明確にしていただきたい」というような記載がありますが、

これは例えば認知症などで成年後見を利用してこういう手続をすると

いうことが可能なのではないかと、ちょっと素人考えかもしれません
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が、思ったんですけれども、これは要するに後継者がにわかに指定で

きない場合の営農継続対策なんだと思いますけれども、ご説明いただ

けたらと思います。 

会長  ２点ございました。 

 福田幹事。 

福田幹事  まず１点目でございますけれども、今回の見直しをする以外にとい

う話ですが、今回６月の都市緑地法等の一部改正という中で、都市計

画法ですとか建築基準法等々の改正もございました。市としますと、

今回の法改正の中で、市で言う「緑の基本計画」、現在、改訂作業を進

めておりますが、今回の法改正の中でも農地の保全については、緑の

基本計画の中で明確に記載するようにという形が示されておりますの

で、緑のまち推進課のほうで進めている緑の基本計画についても農地

の部分というのは既に触れている部分がありますが、その部分をより

明確に変えていくという動きをするのかなと考えてございます。 

 それと、２点目のパブコメでもらった意見でございますが、ここは

特定生産緑地の制度について意見を出した方からの部分で、これは１

通で農業団体からまとめて出てきている意見でございます。特定生産

緑地につきましては、現在の生産緑地のうち、大野委員もおっしゃっ

ておりました2020年問題で、指定から30年たって大方のものが指定解

除できる、それの継続策として、農業従事者の意向を踏まえた中で市

が特定生産緑地を指定できるという形で、10年間の制度の延長となっ

てございます。 

 これを多分出された方の考え方とすると、Ｄ委員がおっしゃられた

ような主たる従事者の考え方をどうやって聞き取るのかだとか、不安

要素について、なるだけ継続できるような意思確認をしてほしいとい

う内容と市は理解してございます。あくまでもこれは意見提出者の文

言ですので、これにつきましては、市が読み取る内容ではそういう形

で、悪意で抵当権等をつけたりして、本来であれば農地所有者１人の

意向で確認できるものを、抵当権者がいるのでその意見も想定される

のではないかと危惧して書かれているのかなというふうに、市では理

解しているところでございます。 

会長  Ｄ委員。 

Ｄ委員  ご答弁ありがとうございます。 

 都市農業振興基本法にかかわる武蔵野市の行政計画の変更というこ

とでは、緑の基本計画がこれ以外にあるということで、たしか今年度

で今の計画期間が終わりだったかなと思いますので、今新しい計画を

策定途中ということですよね。とすると、既に新しくできる計画にこ

の新たな考え方、都市農業の保全という観点が入るという理解でよろ
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しいですよね。そこを確認したいと思います。 

 ２番目のことなんですけれども、要するに農業従事者を指定すると

いうか、それは届け出制で新しく届け出ないと、本人の意思がなけれ

ば農業従事者というのは農業委員会としても確認できないという理解

でいいんでしょうか。あとは書いた方の意見を市がそれこそかわって

述べることはできないと思うので、制度のことだけお尋ねしたいと思

います。 

 それとあと２つ読んでいてわからないことがあったんでお尋ねしま

すが、補足資料です。生産緑地地区の指定に関してで２ページ目で、

細則にいろいろな規定があるということなんですけれども、生産緑地

地区を定めることができる農地等に関して柵を設置する場合は、生け

垣やフェンス等、透視可能なものとするというのがあったり、その下

のほうで市民農園に関しては、「市民農園を生産緑地地区に指定する場

合は、その指定後に法第10条第２項の規定による買取りの申出を行う

際、武蔵野市農業委員会により農業の主たる従事者証明が発行される

ことを条件とする」というのがありますけれども、この農地で例えば

果樹とかが植えられているような農地に関しても、こういう透過性の

柵、フェンスを基準とするということで、これも例えば農地パトロー

ルの際の見る項目になっているのかどうか、そこをお尋ねします。そ

ういうふうには見たことがないけれども、考えてみれば、武蔵境駅近

くでも農地に関して、前に比べて透過性の高い柵になっているなとい

うのはわかります。 

 下の市民農園を生産緑地地区に指定する場合のことで、「農業の主た

る従事者証明が発行されることを条件とする」というのがあります

が、これは申し出を受けたら大抵の場合は農業委員会というのは、従

事者証明というのを発行するものなのか、何か基準というのがあって

どういう状況なのかというのを聞き取り調査をするとか、そういう細

目があるんでしょうか。そこをお尋ねしたいと思います。 

会長  福田幹事。 

福田幹事  まず１点目は、緑の基本計画については、今回の法改正の手続につ

いては都市計画セクション、生活経済セクション、あと緑セクション

も一緒に、国や都の説明会を聞きに行っておりまして、緑のまち推進

課も、緑の基本計画改訂に当たって今回の改正内容を踏まえる形で動

いているので、それは大丈夫かと思っております。 

 透過性の柵の話なのですが、これにつきましては、指定に当たって

の要件として細則に定めております。あくまでも、これは、周辺部か

ら緑やそういう農地空間を見通せるという意味で定めていると形にな

ってございます。 



 - 14 - 

 それと市民農園等のところで主たる従事者証明とありますけれど

も、市民農園の指定に当たっては、あくまでも、先ほど別のところで

生活経済課長も説明しましたが、体験農園型の市民農園は指定できま

すけれども、分割してただお貸ししてしまうだけの市民農園について

は、基本的には生産緑地地区は指定できないという形、要は主たる従

事者がいなければ単なる貸し付けるだけのものになり、先ほどの生産

緑地の賃借と同じ話になってしまいますが、あくまでも主たる従事者

が区画を分けているかもしれないですけれども、市民の方々に種まき

体験をさせるとかそういう運営形態の市民農園であれば生産緑地とし

て指定できるということを、条件化するための担保をとるために、主

たる従事者証明が発行されることという表現としているところでござ

います。 

会長  Ｄ委員。 

Ｄ委員  ご説明ありがとうございます。おっしゃっていることはよくわかり

ました。都市における農業の役割がこの間見直されておりまして、農

業の体験をすることも、それから緑の景観を保全していくということ

も、災害時の対応としても、いろいろな面でぜひいろいろ工夫して国

や都にも働きかけて、都市農業の保全拡充に努めていただきたいと思

います。 

 以上です。 

会長  Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員  私は専門分野が建築、都市のデザインなんで、その中でそういう分

野においても都市のいわゆるこういう生産緑地という大きな問題、重

要な資源だと思っているんです。 

 まず初めに質問させていただきたいんですけれども、500㎡、300㎡

という値は、500㎡はほぼ22.5掛ける22.5ですね。それから300㎡は

17.5掛ける17.5、いろいろな都市で言いますと、いわゆる寸法の体系

というのは、ある都市におけるある地点からある地点の距離がエック

スで、それを何等分かするとある数値が出てきて、それをさらに９等

分するとどうなるというような、都市のまちづくりにおける寸法体系

というのが、案外近代は多く出てきていると思うんですけれども、そ

れが農地において500、300、私が知らないだけのことかもしれません

けれども、一応はモジュールというんですか、それが何に値するのか

ということを、まずお教えいただければと思います。 

会長  福田幹事。 

福田幹事  今回、300㎡に下げた考え方といたしますと、当然、都市計画で決定

していくに当たって、一つの防災機能として防災公園の基準の規定と

して300㎡というのが示されておりますので、その部分を酌み取って
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300㎡を下限としているという説明を聞いております。 

Ｅ委員  その防災公園の300㎡という数値はどこから来ているんですかね。い

わゆるモジュールというのが大事だと思うんですけどね。どこかから

与えられたんですかね。あるいは統計的にこのぐらいの数値でいいだ

ろうというような問題なんでしょうか。 

会長  恩田幹事。 

恩田幹事  ヨーロッパのようにまちづくりが体系的にできて、多分モジュール

から発想が生まれたというようなことではなくて、恐らく統計学的に

防災公園としての最低の機能を、どのぐらいの規模が持てるのかとい

う数字のほうから割り出されてきているのではないかと推察されま

す。 

Ｅ委員  わかりました。どうもありがとうございました。 

 先ほどの私の専門分野がそういうところなので、以前この場でもお

話ししたことがあるんですけれども、若い世代が、まちづくりとかそ

ういうことの中におけるいわゆる公園とか緑というのは、当然のごと

く出てくるんだけれども、生産緑地自身に根づきながら、それを例え

ば世代がそこにかかわりながら、農業従事者とともにその場を新たな

場にしていくという提案が、若い世代の例えば我々の建築デザインの

分野で言えば、大学なんかにおける卒業制作や何かでそういう課題が

出てきて、非常に高い評価を得たりしているわけです。ですからそう

いうような生産緑地は、いわゆるだんだん指定基準が300になって、そ

のままどういう指定基準になるのかわかりませんけれども、その中で

資源という考え方の中でいくと、まちづくりの中で非常に重要なポイ

ントになるんではないかと思うんです。 

 そういうことを市として将来的な方向性として、先ほどの課長さん

がおっしゃった、なるべくそれを目標値を持って減少を抑えていくと

いうことなんですけれども、市の基本的な将来的なビジョンとして、

生産緑地の値をどのぐらいにして、それをどういう形で、何かもう少

し働きかけが我々ができるようなことにしていただけるといいかな

と、建築なんかで言いますと、いろいろなコンペティションがあるん

ですけれども、そういうようなまちづくりに対するそういう縮小化し

たものを、だからこそまた資源として貴重なものであって、それにそ

れぞれの専門分野のそれなりの知識を持った人間がかかわることによ

って、それが今までではないような場になっていくというようなこと

を、市の一つの将来的ビジョンも踏まえながら、そういうことをもう

少し働きかけしていただけるといいかなというふうに思うんです。 

 500が300になり、さらに扱い方が150になっていってしまうようなと

ころで、ただ後づけでその値をやっていくのではなくて、みずからの
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そういう状況の問題を、これは都市計画審議会ですから、まちづくり

という中における重要な発端の場というような形で捉えられていけな

いのかというようなことを、この文章を読みながら非常に感じるんで

すけれども、何かもう少し我々の専門分野の人間にとってもかかわれ

るようなことの一つのあれをやっていただけないかという、質問と同

時に要望みたいなものも含むんですけれども。 

会長  恩田幹事。 

恩田幹事  先生がおっしゃられることはわかるのですが、先ほど来、課題とな

っているのは、生産緑地地区そのものの機能と規模感の問題と、あと

農業営農者の問題があるわけです。生産緑地というのは基本的には市

街化区域の中での農地が結局減っていく、なぜ減っていくかという

と、今までは宅地並み課税であったと、それでどんどん税が徴収され

るので基本的には厳しいと、それで農業をやめていった方が多かった

と、そこで生産緑地法というのができて農地そのものを減免、あるい

は相続税を延ばすという形で、農業の１代限りの従事者を固定させよ

うと、その間においては農地として守ってもらえるという体系だった

わけです。 

 ですので、今いろいろと課題になっているのは、その生産緑地が都

市には必要なんだという議論が出てきて、それでどうするんだという

ところに今来ていますので、まだその部分で、要するに農業を営む方

のそういった制度の問題と、片や農地として残さなければならない規

模の問題、これがなかなかリンクしていない現状があるわけです。 

 生産緑地法があって、それで都市計画に地域地区というのがあっ

て、生産緑地地区として、それを都市計画で定めないと減免がされな

いといった税の体系の流れをつくっているんですけれども、あくまで

も都市計画が後追いになっているという現状も今のところあるわけで

す。 

 先生がおっしゃられるとおり都市計画は、最初に都市計画の理念が

あって、考え方があって、それに向けて土地利用というのが存在する

だろうという流れであればいいんですが、農地に関しては、今、逆の

状況の中で都市計画が語られているという現状もあるものですから、

その辺の矛盾を、多分平成34年のころに農業従事者が生産緑地を解除

されて、その農地をどうするんだと大きな議論が出てくる前に、今一

手としてこういう形でとりあえず延ばしたいというような暫定的な措

置ではないかと思っています。 

会長  今のＥ委員の話に関連して私も一言補足しておきたいんですが、先

ほど西川課長から話がありましたように、今度まだできていない税制

改正で生産緑地については第三者に貸すことができる、もちろんそれ
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は農業をできるという建前の人にしか貸せないと思いますが、そうい

うことになると、先ほど福田幹事が「今はだめです」と言っていた市

民農園ができるようになるのではないかと、私は思っているんです

が、その辺は法改正がすっきり出てこないとわかりませんけれども、

そうすると市民農園ができてくると、いわば今までは農地がそこにあ

るけれども、その周辺の人はそれにはかかわれないという、対立はし

ていないけれども、ちっとも交流しないんですよね。それが交流でき

る場面はかなり出やすくなると、差し当たりそのくらいのことはあり

そうですね。まあだんだんだと思いますけどね。 

 ほかにご発言ありませんか。 

 Ｆ委員、どうぞ。 

Ｆ委員  今の議論と関係してくるんですが、要は500から300にして都市農地

が本当に守られるのか、その効果をどの程度見込まれているのかとい

うのは想定されていらっしゃるんでしょうか。もしくは、なかなかほ

かのこともいろいろやらないといけないと思う中で、今可能な範囲で

こういうことをやっていると、ほかの政策も含めて守っていくという

ことの全体を含めてやっていく中の一つなのか、それともこの300だけ

である程度効果的なのかという考え方について、１つお伺いさせてい

ただきたいと思います。 

 もう一つは非常に細かい点で、この場で余り言わなくてもいいのか

もしれないんですが、資料２、指定基準の改正の新旧対照表をいただ

いたんですけれども、これの６ページの備考欄のところに、字句の改

正で市長から市へ修正と書いてあります。普通、市と書き込むと、こ

れは議会との関係をどうするんだという話が出てくるかと思うんです

が、これはどうお考えになっているかということが１点。 

 もう一点、６条の備考で、６条は市に変わっているんですけれど

も、もう一本、５ページに戻っていただくと５条３項、下から３行目

です。ここには市長と書いてあるんです。もう一つ、７ページの９条

に行くと、今度は武蔵野市長とあえて加えている。これは条文的に随

分書き方が違うんですけれども、これはそれぞれどういう意味合いで

使っていらっしゃるのか、余り都市計画としては関係ないんですけれ

ども、せっかく出させていただいている資料ですので、ご見解を伺わ

せていただきたいと思います。 

会長  ２点ありましたね。前半のほうは、先ほどの300になったらどのぐら

いあるのかという話と共通でしょうけれども。 

 福田幹事、どうぞ。 

福田幹事  まず最初に１点目のほうでございますけれども、500を300にすると

いうので、近隣の都市計画担当のセクションともいろいろ意見交換し
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ている中で、市によっては市街化区域内農地のほとんどをもう生産緑

地に指定しているので、今回やる意義があるかどうかわからないとい

うご意見を持っている都市計画セクションの課長さんもいらっしゃい

ました。なので、地域の事情によって違うと思っています。 

 私が見た国の資料によりますと、500から300に変えることによって

効果を出すのは23区内、この辺の部分については小規模な農地が点在

しているので、今回500から300にすることによって23区内はかなり指

定行為があると、国の説明を聞いているとそうでした。ただし、多摩

で聞きますと、要は西のほうに行けば行くほど農地というものに関し

ては、大方のものは生産緑地に既存で指定されているので、今回これ

をやったところで出てくるかどうかもよくわからないという意見が多

かったのは事実です。 

 武蔵野市としても、先ほどお答えしたように、アンケート調査の結

果で１件あったとありますが、市としては農家の方が明確にどういう

形態でどこまでというところ、今後どのように運営していくかもわか

らないので、制度上500から300にすることによって生産緑地がさらに

指定できるということであれば、今回ここで制度を変えて、なるだけ

多くのものに対して対応していきたいという考え方をするために、行

いたいと考えているところがあります。 

 それと２点目は、指摘をいただいてもう一度精査したいと思ってい

るのですが、当初いただいた備考欄で市長を市というふうに変えた部

分の修正につきましては、市が指定するという部分をそのまま引っ張

って、単純に変えている部分がありますので、そこら辺につきまして

は、もう一度内容をよく精査した上で対応したいと考えております。 

 以上です。 

会長  ほかにご発言ありませんか。 

 Ｇ委員。 

Ｇ委員  今、Ｆ委員がお聞きしたところで私も質問しようと思っていたこと

でいいんですけれども、要は先ほどＡ委員が質問して、１件検討とし

て数字的にはあるよと、ただ、この先のことで万が一が起こったとき

に500を切る、たしかこういうようなお話だったと思うんです。500以

上のものが真ん中が抜けてしまうとか、接続のが抜けて小さくなり過

ぎてしまうようなところがあるので、それに対しては多分効果がある

だろうということで、一定の効果が出るのではないかということの理

解でいいのかということを、お聞きしておきたいと思います。 

 それともう一つ、参考資料２の意見に対しての見解で、これはこの

先検討しますということなので、現状では農地扱いではない農家さん

が所有している販売用の建物だとか何だとか、いろいろそういう附属
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品と言ったら大変失礼なんですが、農家、農業生産者としては営農し

ていくために必要な建物類についても、農地としての基準の中におさ

めるような方向で考えていく、これはこの先できるであろうというこ

とで検討していくということでよろしいのかどうか、ぜひその辺も実

際の営農を考えたときには、ただ農家として物をつくるだけでは、な

かなかこの都市でいったときには難しいと思いますので、その辺のと

ころをご見解をいただければと思います。 

会長  福田幹事。 

福田幹事  まず１点目、確かに300に下げるときの効果としては解除のときの、

要は単一で生産緑地地区に指定されている部分はいいのですが、一団

の考え方の中で、あわせて500㎡以上になっているものも生産緑地地区

として指定できます。例えば、１つが700㎡あって、もう一つは例えば

400㎡でも、隣接することで広い面積になるので、400㎡も生産緑地地

区として今指定しております。ただし、700㎡のほうで相続が発生して

解除されると、400単独とすれば生産緑地として残らないので一緒に解

除になってしまいます。ただし、今回500を300に変えることで、たま

たま今まで500でアウトだったのが300までは単一で残れるという効果

も、特に解除の多い本市の生産緑地に関しては非常に有効と考えてご

ざいます。 

 あと２点目のほうの質問で、国の制度の中では、農家レストランと

かいろいろなものも設置ができるようになるということがございまし

て、今回もらっている意見の中では、現状の用途地域においては、そ

もそもレストランとかそういう店舗系はできないのではないかという

質問でございます。 

 今回、国の制度の中では、都市計画法の中に田園住居地域というも

のを、来年４月から指定できるようになるという制度も示されていま

す。その田園住居地域、ほぼ本市の用途地域でいくと第一種低層住居

専用地域が、そこに変わるかどうかということとは思いますが、その

用途地域を指定することによって逆に建築基準法の用途については生

産緑地法の第８条第２項で許可されるようなレストランとかに関して

は、基準法上もオーケーになるという制度設計になっておりますの

で、対応とすると、武蔵野市で現在第一種低層住居専用地域の用途地

域を、例えば農地が多い部分に関しては、田園住居地域という都市計

画に用途地域を変更するかどうかということを、今後考えていかなけ

ればならないのかなと今のところ考えております。 

西川課長  補足をちょっとさせていただいてよろしいですか。 

会長  西川課長。 

西川課長  先ほどＧ委員からご質問がありました農地内の施設、建物等の話で
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すけれども、実はこれは生産緑地とさらに相続税の納税猶予もかかっ

ているところですと、その基準といいますか物の捉え方が現在は違っ

ております。相続税の納税猶予を受けている農地に関しましては、本

当に非常に厳しい状況になっておりまして、農業上必要不可欠な機材

置場あれば何とかなるかというところで、非常にそこが実際の基準と

いいますかが違っておりますので、そこの課題も実はあるということ

をご理解いただければと思います。 

会長  どうぞ。 

Ｇ委員  今、西川課長からお話しいただいたところについて、特に私も地元

が農家さんが多く住まわれていて、そこの部分がどうしても何とかな

らないのかと、要は多分武蔵野で大きなレストラン形式のものをつく

りながら農家をやりましょう、営農しましょうという方は、表現は悪

いですけれども、少ないのかなと思います。それよりも本当に庭先で

とれたものを売りたい、要は変な話ちょっとした小屋をつくって売り

たいよとか、そのプラスアルファの農機具を置くような場所を何とか

できないかという要望のほうが強いかと思うんです。どちらかという

と23区に近いような小さ目な形でやられている方が多いので、そこを

何とかできないかなというのを工夫をぜひお願いをしたいなと、私も

どうやったらいいというのがなかなか言えないのが大変申しわけない

んですが、そこの今の違いがあるよというところを皆さんにもご理解

をいただいて、どうにか協力をして武蔵野でいい方向に持っていけれ

ばなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

会長  今のお話について確認ですけれども、直売所とか小さな農家レスト

ランとかいうのは、生産緑地の中ではできるようになるということは

固定資産税は農地並みの課税になると、ただし、相続税の猶予対象に

はならない可能性が高いと、そういうことですか。 

西川課長 はい。 

会長 どうぞほかにご発言はありませんか。 

 ちょうど半になろうとしています。この辺で皆さんのご意見は大体

出尽くしたようですので、少し字句修正が必要な部分もございまし

た。全体的にはもっとしっかりやりなさいという激励の言葉が多かっ

たと思います。 

 それでは、字句修正は事務局にお任せいただくということにして、

この件については終わりにしたいと思いますが、よろしゅうございま

すか。 

 それでは、事務局のほうからその他ございますか。 

 

－事務連絡－ 
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【閉会】 

 


